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定款の一部変更に関するお知らせ 
 
 平成 22 年５月 31 日開催の当社取締役会において、平成 22 年６月 18 日開催予定の当社第 10 回定時

株主総会に、下記のとおり定款の一部変更について付議することを決議しましたので、お知らせいた

します。 
  

記 
 
１． 変更の理由 
   当社は厳しい経営状況の中ではありますが、職場環境を抜本的に改革し、業務効率の改善と経

費の削減を目的に、新社屋建設と移転計画を推進することといたしました。 
   新社屋は埼玉県さいたま市に所有する土地に建設し、開発・運用・管理部門の大多数が移動す

ることに対応し、また利便性を考慮して株主総会の開催場所について、定款第 13 条２項の変更を

行うものであります。 
 
２． 変更の内容 

変更の内容は、次のとおりであります。        （下線は変更部分を示します。） 

現 行 定 款 変 更 案 

第 13 条（招集） 

 当社の定時株主総会は、毎年６月に 

 これを招集し、臨時総会は、必要あ 

る時に随時これを招集する。 

 

２． 株主総会は、本店所在地またはそ 

の隣接地において招集する。 

 

第 13 条（招集） 

 当社の定時株主総会は、毎年６月に 

 これを招集し、臨時総会は、必要あ 

る時に随時これを招集する。 

 

２． 株主総会は、東京 23 区またはさい 

たま市において招集する。 

 

 
３． 日程 

定款変更のための株主総会開催日  平成 22 年６月 18 日 

定款変更の効力発生日       平成 22 年６月 18 日 

 

以  上 


